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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成23年12月8日(2011.12.8)

【公開番号】特開2010-68533(P2010-68533A)
【公開日】平成22年3月25日(2010.3.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-012
【出願番号】特願2009-249659(P2009-249659)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/76     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/93     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/91     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/92     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  20/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  27/34     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/76    　　　Ｂ
   Ｈ０４Ｎ   5/93    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/93    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/92    　　　Ｃ
   Ｇ１１Ｂ  20/10    ３２１Ｚ
   Ｇ１１Ｂ  27/34    　　　Ｓ
   Ｇ１１Ｂ  27/00    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月24日(2011.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレイリスト情報を構成する主たる再生区間情報と従たる再生区間情報に従って、プラ
イマリビデオストリーム及びセカンダリビデオストリームを用いたピクチャインピクチャ
再生を行う再生装置であって、
　前記主たる再生区間情報は、プライマリビデオストリームの再生区間の開始点及び終了
点を規定する時間情報と、ストリームエントリーテーブルとを含み、
　前記従たる再生区間情報は、セカンダリビデオストリームの再生区間の開始点及び終了
点を規定する時間情報を含み、
　前記ストリームエントリーテーブルには、再生が許可されているセカンダリビデオスト
リームのエントリーが記述されており、
　カレントのセカンダリビデオストリームの番号を格納するストリーム番号レジスタと、
　セカンダリビデオストリームの再生時に処理することができる表示方式を示すケーパビ
リティレジスタと、を備え、
　カレントの再生区間情報が変化した際、前記ストリーム番号レジスタによって示される
カレントのセカンダリビデオストリームが、所定の第１の条件を満たすかどうか、所定の
第２の条件を満たすかどうかを判定して、判定結果に応じてストリーム番号レジスタにお
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けるストリーム番号を維持するかどうかを決定し、
　前記所定の第１の条件とは、カレントのセカンダリビデオストリームの表示方式を処理
することができる旨が前記ケーパビリティレジスタにおいて示されているという条件であ
り、
　前記所定の第２の条件とは、カレントのセカンダリビデオストリームが非同期で再生さ
れる条件であり、
　前記ストリーム番号レジスタにおけるセカンダリビデオストリームのストリーム番号を
維持するのは、カレントのセカンダリビデオストリーム番号が、第１の条件を満たすが、
第２の条件を満たさないと判定した場合である
　ことを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　ストリーム番号レジスタに格納されているカレントのセカンダリビデオストリームが第
１条件を満たさない場合、
　ストリームエントリーテーブルのエントリーに示される複数のセカンダリプライマリビ
デオストリームのそれぞれが、第１条件を満たすかどうかの判定と、
　第１条件を満たすと判定された複数のセカンダリビデオストリームのうち、ストリーム
エントリーテーブルの複数エントリーにおいて先頭の順位に位置するものが第２条件を満
たすかどうか判定とを実行し、
　第１条件を満たすセカンダリビデオストリームが1つ以上存在するが、これらのセカン
ダリビデオストリームのうち、ストリームエントリーテーブルの複数エントリーにおいて
先頭順位に位置するものが第２条件を満たさない場合、第１条件を満たすと判定された複
数のセカンダリビデオストリームのうち、ストリームエントリーテーブルの複数エントリ
ーにおいて先頭の順位に位置するもののストリーム番号をストリーム番号レジスタに書き
込み、
　第１条件を満たすセカンダリビデオストリームが1つ以上存在するが、これらのセカン
ダリビデオストリームのうち、ストリームエントリーテーブルの複数エントリーにおいて
先頭順位に位置するものが第２条件を満たす場合、変更要求により新たなストリーム番号
を設定することができる、非選択状態を示す有効なストリーム番号（０ＸＦＥ）をストリ
ーム番号レジスタに書き込む
　ことを特徴とする請求項１記載の再生装置。
【請求項３】
　カレントのセカンダリビデオストリーム番号をストリーム番号Ｘに変更することが要求
された場合、
　変更に係るストリーム番号Ｘに対応するセカンダリビデオストリームが前記第１の条件
を満たすか否かを判定し、満たすと判定した場合、ストリーム番号Ｘをカレントのセカン
ダリビデオストリーム番号としてストリーム番号レジスタに書き込み、満たさないと判定
した場合、ストリーム番号レジスタにおけるカレントのストリーム番号を維持するという
ものである、請求項１記載の再生装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　ステップＳ５４は、ステップＳ５３が0でないと判定された場合、実行される判定ステ
ップであり、PSR14に格納された番号XがSTN_tableにおけるstream_entryの総数以下であ
り、且つ、条件(A)を満たすかどうかを判定する。このステップＳ５４がNoと判定された
なら、後述する図２８のフローチャートの手順を実行することでカレントPlayItemについ
て最適なストリームを選択する(ステップＳ５５)。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　もしステップＳ５４において、Yesと判定されたなら、ステップＳ５６の判定ステップ
を実行する。この判定ステップは、条件(B)を満たすかどうかを判定するものである。条
件(B)を満たせば、ステップＳ５８におけるPSR14に、OxFEを設定する。このOxFEは、PSR1
4におけるセカンダリビデオストリーム番号はValidだが、セカンダリビデオストリームは
非選択であることを意味する値である。非同期ピクチャインピクチャの実行時において、
かかる値をPSR14に設定しておけば、ユーザ操作があった際、Procedure when stream cha
nge is requestedが実行されることになる。しかし、仮に、PSR14のストリーム番号がInv
alidであれば、たとえユーザ操作がなされたとしても、Procedure when stream change i
s requestedは実行されず、いつまでたっても、セカンダリビデオストリームが再生され
ないという事態に陥る。これを避けるため、非同期ピクチャインピクチャの実行時におい
ては、PSR14にOxFEを設定することにしている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１８】
　ステップＳ１１４では、セカンダリオーディオストリーム番号が、カレントPlayItemに
おけるSTN_tableのstream_entry数以下であり、尚且つ、条件(A)を満たすかどうかを判定
する。もし満たすなら、有効なセカンダリオーディオストリーム番号が既にPSR14に存在
すると考えられるので、これを変化させない(ステップＳ１１７)。満たさないなら、カレ
ントPlayItemについて最適なセカンダリオーディオストリームを選択する(ステップＳ１
１５)。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４４】
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